
平成 30 年３月６日 

郡山市上下水道局 

建設工事に係る社会保険等未加入対策について 

１ 趣旨 

 本局では、社会保険等の加入を入札参加資格審査申請の条件とするとともに、下請負人に対しては、

郡山市上下水道局元請・下請関係適正化指導要綱に基づき、建設労働者の雇用条件等の改善に努めて

きましたが、平成 29年４月に施行した郡山市公契約条例を踏まえて、建設産業の持続的な発展に必要

な人材の確保や企業間の公平で健全な競争環境を構築する観点から、本局発注工事における社会保険

等未加入対策を次のとおり実施します。 

２ 内容 

 平成 30 年度以降の本局発注工事において、元請業者が社会保険等未加入建設業者（法的適用除外を

除く※１）と直接下請契約を締結することを禁止します。また、平成 31 年度からは、その適用を全て

の下請契約まで拡大します。 

 なお、社会保険等未加入建設業者（法的適用除外を除く）と下請契約を締結したことが判明し、適

切な処置を行わなかった場合は、郡山市上下水道局元請・下請関係適正化指導要綱に基づき（特別な

事情がある場合を除く※２）、元請業者に対し指名停止等の措置を行います。 

※１ 社会保険等未加入建設業者とは、健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による届

出の義務を履行していない建設業者（建設業法第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出

の義務がないものを除く。）を指します。 

※２ 特別な事情とは、特殊な技術、機器又は設備等（以下「特殊技術等」という。）を必要とする工

事で、特殊技術等を有するものと下請契約を締結しなければ契約の目的を達することが困難とな

ることが明らかな場合です。ただし、局が指定した期間に当該業者が社会保険等に加入しなかっ

た場合は、指名停止等の措置を行います。 

３ 適用日 

（１）一次下請契約のみ禁止 

平成 30 年４月１日以降に工事請負契約を締結する全ての案件（契約金額 100 万円以上） 

（２）二次以下の全ての下請契約の禁止 

平成 31 年４月１日以降に工事請負契約を締結する全ての案件（契約金額 100 万円以上） 

４ 事務手続 

 元請業者から提出される施工体制台帳により確認します。また、元請業者は、本市の工事等指名競

争入札参加有資格業者名簿に登録されていない建設業者を下請業者に選定した場合、施工体制台帳の

提出時に、当該下請業者に係る経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経審）の写し等を添

付してください。（別添「社会保険等の確認資料について」のとおり。） 

 なお、社会保険等未加入建設業者（法的適用除外を除く）と下請契約を締結した場合、理由書の提

出を求めます。理由書の提出がない場合や、特別な事情があると認められない場合は、指名停止等の

措置を行います。（別添「事務手続フロー」のとおり。） 

５ 指名停止等 

 上記内容に違反した場合、以下の措置を実施します。 

（１）元請業者に対する指名停止措置 

（２）工事成績評定の減点 



（総務課）

（工事担当課）

（工事担当課）

書類提出
（加入）

書類未提出
（未加入）

元請業者に対し、当該下請契約を締結した具
体的な理由を記載した書面を７日以内に提出
するよう指示

理由書提出理由書未提出

ペナルティなしペナルティ

工事成績評定の減点指名停止

特別の事情無し 特別の事情有り

元請業者に対し、３０日以
内に社会保険等の加入を確
認できる書類の提出を指示

（総務課）

加入・適用除外未加入

建設工事に係る社会保険等未加入対策事務手続フロー

施工体制台帳等により加入状況を確認

特別の事情の有無の判定

下請契約を締結した日から14日以内に下請通知書及
び施工体制台帳等の提出を受ける

（工事担当課）



社会保険等の確認資料について 

 元請業者は、本市の工事等指名競争入札参加有資格業者名簿に登録されていない建設業者を下請

業者に選定した場合、施工体制台帳の提出時に、次の書類を添付してください。 

◆下請業者に係る経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経審）の写し 

「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」及び「雇用保険加入の有無」の各欄が「有」

又は「除外」になっていることを確認します。 

※ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経審）における上記「各保険加入の有無」

の欄が「無」又は未受審の場合、それぞれの保険について、以下の書類も添付してください。 

【健康保険・厚生年金保険】 

事業所状況 提出書類 

全国健康保険協会（協会けん

ぽ）に加入済の場合 
年金事務所発行の保険料の領収書（写し） 

健康保険組合に加入済の場合 健康保険組合発行の保険料の領収書（写し）及び厚生年

金保険料の領収書（写し） 

建設国保組合に加入済の場合 建設国保組合発行の加入証明書（原本）及び厚生年金保

険料の領収書（写し） 

健康保険及び厚生年金保険に

最近加入したため、領収書が

ない場合 

健康保険・厚生年金保険新規適用届の事業所控（写し） 

健康保険又は厚生年金保険に

加入義務がない場合 
社会保険等適用除外申出書（別紙参考様式） 

【雇用保険】 

事業所状況 提出書類 

労働局又は労働保険事務組合

に保険料を納付済の場合 

労働局又は労働保険事務組合発行の労働保険料の領収

書（写し）もしくは納入証明書 

雇用保険に最近加入したた

め、領収書がない場合 
雇用保険適用事業所設置届の事業所控（写し） 

雇用保険に加入義務がない場

合 
社会保険等適用除外申出書（別紙参考様式） 



　郡山市上下水道事業管理者

印

１　健康保険について

　
理由

２　厚生年金保険について

理由

３　雇用保険について

理由

代表者職氏名

注３　健康保険の項目について、適用除外の承認を受けて国民健康保険組合に加入している場合は、国民健康保険組合名
　　を記入してください。

［適用除外の理由］
　１　事業主等のみの事業所

注２　「適用除外」欄に○を付けた場合は、その理由に該当するものの番号を○で囲んでください。
　　「その他」の場合は理由を具体的に記入してください。

注１　適用が除外される保険の「適用除外」欄に○を付けてください。

　２　その他

適用除外

　２　その他

［適用除外の理由］

　２　適用除外の承認を受けて国民健康保険組合に加入

適用除外

　１　従業員が５人未満の個人事業所

国民健康保険組合名

　１　従業員が５人未満の個人事業所

　３　その他

所　 在　 地
商号又は名称

適用除外

［適用除外の理由］

　当社の社会保険等の適用除外について、下記のとおり申し出します。
　なお、この申出書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

申請者

社会保険等適用除外申出書

平成　　年　　月　　日　

別紙参考様式


